
サンプルテキスト

■事業内容■ 

  

１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 
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平成１７年９月１３日に廃棄物処理法施行規則の改正が公布されました。 

 この改正内容は主に第１６２回国会で成立した廃棄物処理法改正内容にあわせ規定を整備したもの

です。 

 改正法で廃棄物処理業・廃棄物処理施設の欠格要件に関する規定が厳格化され、許可業者・施設設

置者に欠格要件の届出義務が盛り込まれたことを受け、（１）新たに欠格要件に該当した許可業者・施

設設置者の届出事項と届出期日（欠格要件に該当した日から２週間以内）に関する規定を整備し、（２）

産廃処理業許可・処理施設設置許可の必要申請書類に、申請者が欠格要件に該当しないことを誓約

する書類を追加しました。 

 また、（３）改正法で産廃運搬・処分受託者にも産廃管理票（マニフェスト）保存義務が課されたこと

に対応し、保存期間を５年間と定めました。 

 さらに改正法には関連しませんが、（４）産廃運搬受託者・処分受託者の責任を明確化するため、マ

ニフェスト記載項目に運搬・処分を受託した事業者の氏名または名称を追加するとしたほか、（５）法で

禁止されている収集・運搬・処分の再委託の例外措置として、再委託基準に従った再委託を認めると

ともに再委託基準を明確化しました。施行は１７年１０月１日です。 

 当社では、産業廃棄物に関わる有害物質の分析業務を行っております。お気軽にお問い合わせ下さ

い。 
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